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※ 5/20開催中止をした木曜教室です

講座

＊ 令和3年 月 日 （金） １３：３０ ～ １６：３０

＊ 　３Ｆ 　［中央区桜町3-40］

＊ 代 表 氏 （社会保険労務士）

＊ 無 料 （但し、非会員は１名につき４，０００円）

＊

１.

  1）テレワーク制度の導入　2）webミーティングの推進　3)マネジメントの役割

２.

  1）「同一労働同一賃金」とは

３.

  1）賃金等級制度　2）評価の内容　3）目標を設定してみる　4）評価演習　5)評価結果を賃金へ反映する

※　下記をご記入の上、8/24(火)までにＦＡＸを頂きますようお願いいたします。なお、当日受付にご提出下さい。

※　裏面の【問診票】もご記入の上、当日ご提出下さい。 申込み先 ＦＡＸ

HP 月

名

所 在 地 Ｆ Ａ Ｘ

お 名 前
申込計

フルネームを記入（出席者）

令和 ３年 ９ 木 曜 教 室 申 込 書 / 当 日 出 席 票

会 社 名 Ｔ Ｅ Ｌ

３ ５ ３ － ２ ５ ５ ６

＊ 定 員 ８０ 名 （予定：定員の約半数）

場 所 熊本城ホール Ａ１会議室

講 師 (有)人事・労務チーフコンサルタント 本 領 晃

受 講 料
満席の場合のみ、折り返し
ご連絡致します。
予めご了承ください。講座内容

日 時 ９ ３

( 公 社 ) 熊 本 法 人会

人事評価制度のあり方

　新型コロナウィルスの影響により、企業の環境は激変しています。企業がこの難局を超え、業績を挙げ勝

ち残っていくためには、一段と働き方の変化への対応を大きく迫られてきています。

　働き方が変わると、課題になるのが人事評価制度です。適正に評価し、適正な賃金を決定していくことこ

そ、労働生産性の向上にもつながる結果をもたらします。　そうした人事評価への対応を迫るのが、2021年

4月から中小企業にも適用された同一労働同一賃金法制であり、不合理な待遇格差が禁じられており、普段

から適正な評価基準と待遇を明確にしておくことが求められています。

　本講座では、同一労働同一賃金法制への対応も含め、アフターコロナ時代を見据えた人事評価、そしてそ

の評価結果をどのように賃金に反映していくか、について実務に即して解説します。また、限られた賃上げ

原資を賢く、効果的に従業員に還元し、社員のヤル気を引き出していく賃金の支払い方のポイントを具体的

に説明します。　皆さま多数の方々のご受講をお待ち申し上げます。




